
○倉敷市廃棄物減量等推進審議会条例

平成5年9月30日

条例第31号

(目的及び設置)

第1条　この条例は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の2の規定により，市民，事

業者及び行政が一体となって，一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の排出を抑制するとともに，廃棄物の減量

化，資源化，再生利用等を積極的に推進し，使い捨て社会からリサイクル社会への転換を目指し，もって生活環

境の保全を図るため，倉敷市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条　審議会は，前条の目的を達成するため，次に掲げる事項を審議する。

(1)　廃棄物の実態把握，調査及び研究に関すること。

(2)　廃棄物の減量化に係る普及及び啓発の活動に関すること。

(3)　廃棄物の減量化，資源化，再生利用等の推進に関すること。

(4)　倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年倉敷市条例第8号)に規定する一般廃棄物処理手数料及

び産業廃棄物処理費用の改定に関すること。

(5)　前各号に掲げるもののほか必要な事項に関すること。

(組織)

第3条　審議会は，委員25人以内で組織する。

2　委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱し，又は任命する。

(1)　学識経験者

(2)　事業者団体の代表者

(3)　廃棄物再生事業者団体の代表者

(4)　市民

(5)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

(任期)

第4条　委員の任期は，2年とし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，市長において特別の事情

があると認めたときは，委員の任期中でも解任することができる。

(会長及び副会長)

第5条　審議会に会長1人及び副会長2人を置き，委員の互選により定める。

2　会長は，会務を総理し，審議会を代表する。

3　副会長は会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。

(会議)

第6条　審議会の会議は，必要に応じて会長が招集し，議長となる。

2　会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3　会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長が決する。

4　会長は，必要があると認めるときは，会議の事案に関係する者の出席を求め，その説明又は意見を聴くことが

できる。

(部会)

第7条　会長が必要と認めるときは，部会を置くことができる。

2　部会に属するべき委員は，審議会の委員の中から会長が指名する。

3　部会に部会長を置き，部会に属するべき委員の互選により定める。

(委任)

第8条　この条例に定めるもののほか，必要な事項は市長が別に定める。

附　則

(施行期日)

1　この条例は，平成5年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2　この条例に基づき，最初に委嘱され，又は任命された委員の任期は，第4条の規定にかかわらず，委嘱され，又

は任命された日から平成7年3月31日までとする。

(会議の特例)

3　この条例による最初の会議は，第6条第1項の規定にかかわらず，市長が招集する。

(関係条例の一部改正)

4　特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年倉敷市条例第23号)の一部を次のよ

うに改正する。

別表中「

一般廃棄物取扱料金審議会委員 日額　8,300円 同上



」を「

一般廃棄物取扱料金審議会委員 日額　8,300円 同上

廃棄物減量等推進審議会委員 日額　6,700円 同上

」に改める。

附　則(平成6年6月27日条例第31号)

この条例は，公布の日から施行する。

附　則(平成12年3月24日条例第21号)

この条例は，平成12年4月1日から施行する。

附　則(平成18年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1　この条例は，公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2　倉敷市一般廃棄物取扱料金審議会条例(昭和47年倉敷市条例第106号)は，廃止する。


